
※１ 基幹的な役割の
センター

（直営センターで実施も可）
たとえば、センター間の
総合調整、他センターの
後方支援、地域ケア推進
会議の開催などを担う

※２ 機能強化型のセンター
過去の実績や得意分野を踏
まえて機能を強化し、他の
センターの後方支援も担う
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多職種協働による個別事例のケ
アマネジメントの充実と地域課
題の解決による地域包括ケアシ
ステムの構築

○高齢化の進展、相談件数の増加等に伴う業務量の増加およびセンターごとの役割に応じた人員体制を強化する。
○市町村は運営方針を明確にし、業務の委託に際しては具体的に示す。
○直営等基幹的な役割を担うセンターや、機能強化型のセンターを位置づけるなど、センター間の役割分担・連携を
強化し、効率的かつ効果的な運営を目指す。
○地域包括支援センター運営協議会による評価、ＰＤＣＡの充実等により、継続的な評価・点検を強化する。
○地域包括支援センターの取組に関する情報公表を行う。

早期診断・早期対応等により、認
知症になっても住み慣れた地域で
暮らし続けられる支援体制づくり
など、認知症施策を推進

地域医師会等との連携により、
在宅医療・介護の一体的な提供
体制を構築

市町村
運営方針の策定・新総合事業の実施・地域ケア会議の実施等

都道府県
市町村に対する情報提供、助言、支援、バックアップ等

在宅医療・介護連携

認知症初期集中支援チーム
認知症地域支援推進員

介護予防の推進

地域ケア会議

包括的支援業務
介護予防ケアマネジメント

地域包括支援センター
※ 地域の実情を踏まえ、基幹的な役割のセン
ター（※１）や機能強化型のセンター（※
２）を位置づけるなどセンター間の役割分
担・連携を強化

今後充実する業務については地
域包括支援センターまたは適切
な機関が実施
＜例＞
・基幹的な役割のセンターに
位置づける方法
・他の適切な機関に委託して
連携する方法
・基幹的な役割のセンターと
機能強化型のセンタ－で分
担する方法 等

高齢者のニーズとボランティア等の
地域資源とのマッチングにより、多様な主
体による生活支援を充実

多様な参加の場づくりと
リハビリ専門職の適切な関与によ
り、高齢者が生きがいをもって生
活できるよう支援

従来の業務を評価・改善す
ることにより、地域包括ケ
アの取組を充実

生活支援コーディネーター
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○ それぞれの桑名市地域包括支援センターによって担当される

６５歳以上人口及び７５歳以上人口をおおむね平準化。

北部東地域包括支援センター

北部圏域

（深谷地区・大和地区・・新西方地区）

長島圏域

東部地域包括支援センター

東部圏域

（精義地区・立教地区・城東地区（地蔵、東

野地区を除く）・修徳地区・大成地区）

中央地域包括支援センター

全域

北部西地域包括支援センター

北部圏域

（筒尾地区・松ノ木地区・

大山田地区・野田地区・

藤が丘地区・星見ヶ丘地区）

多度圏域

西部地域包括支援センター

西部圏域

（桑部地区・在良地区・

七和地区・久米地区）

南部地域包括支援センター

南部圏域

（日進地区・益世地区・城南地区・城東地

区（地蔵、東野地区のみ））

桑名市地域包括支援センターの管轄区域
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○ 「日常生活圏域」については、地域的一体性等を勘案。

○ 地域包括支援センターの管轄区域については、それぞれの

地域包括支援センターによって担当される高齢者人口を平準化。

○ 桑名市の「日常生活圏域」については、平成２７年度より、

星見ヶ丘地区を西部圏域から北部圏域へ変更。

○ 桑名市地域包括支援センターの管轄区域については、

平成２７年度より、星見ヶ丘地区を西部地域包括支援センターから

北部西地域包括支援センターへ移管。
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桑名市の「日常生活圏域」及び桑名市地域包括支援センターの管轄区域の見直し



平成
１９・２０
年度

平成
２１～２４
年度

平成
２５・２６
年度

平成
２７～２９
年度

保健師又は看護師 ５ ５ ５ １０

社会福祉士 ５ ５ ９ １０

主任介護支援専門員 ５ ５ ６ １０

介護支援専門員 ０ ５ ５ １０

合計 １５ ２０ ２５ ４０

＜出典＞ 桑名市保健福祉部介護・高齢福祉課中央地域包括支援センター

（注） 各計数は、桑名市保健福祉部介護・高齢福祉課中央地域包括支援センターの職員を除く。

桑名市地域包括支援センターの職員配置
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○ 平成２７年度より、桑名市地域包括支援センターに配置される職員を

平成２４年度以前と比較して倍増。
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桑名市地域包括支援センター事業運営方針

① 地域包括支援センターの
位置付けに関する自覚の徹底

② 高齢者の自立支援に向けた
ケアマネジメントのための
「チームプレー」の励行

③ 介護予防や日常生活支援
に資する
地域づくりの推進のための
「プレーヤー」から
「マネージャー」への転換
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○ 中央地域包括支援センターに配置された保健・福祉専門職が

各地域包括支援センターの事業運営に対する後方支援等に

集中するよう、平成２６年４月より、精義地区を

中央地域包括支援センターから東部地域包括支援センターへ移管。

○ 高齢者を対象とする相談員について、中央地域包括支援センターに

配置された保健・福祉専門職の事務を補佐する役割を果たすよう、

平成２６年４月より、中央地域包括支援センターに移管して

「高齢者福祉相談員」から「地域包括支援相談員」へ改称。

中央地域包括支援センターと各地域包括支援センターとの役割分担の明確化

○ 中央地域包括支援センターが各地域包括支援センターに対して

「マネジメント（管理）」の機能を十分に発揮する環境を整備することは、

重要。



○ 平成２６年７月、「桑名市地域包括支援センター運営協議会」の機能を引き継いだ

「桑名市地域包括ケアシステム推進協議会」において、

それぞれの桑名市地域包括支援センターに対し、

平成２５年度の事業運営状況について、報告を求め、実績を評価。

○ 具体的には、それぞれの地域包括支援センターより、プレゼンテーションを実施し、

各委員において、審査を実施。それを集計した結果に基づき、最も高い評価を得た

桑名市地域包括支援センターに対し、「会長賞」を授与。

○ これは、民間企業における「QC（品質管理）サークル」の考え方を参考とした

初めての試み。

○ それぞれの桑名市地域包括支援センターの

事業運営について、

地域の関係者の信頼を確保するためには、

「見える化」を図ることが、重要。

平成２６年７月１１日
「会長賞」の授与
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桑名市地域包括支援センターの事業運営の「見える化」


